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 改  正  前                            改  正  後                          

 （前 略） 
（支給期間及び支給額） 

第３条  

２   

 （後 略） 

 

 

 

 

別表（第３条関係） 

期間の区分 支給額 
１年未満 ５１，１００円 
１年以上２年未満 ５１，１００円 
２年以上３年未満 ５１，１００円 
３年以上４年未満 ５１，１００円 
４年以上５年未満 ５１，１００円 
５年以上６年未満 ５１，１００円 
６年以上７年未満 ４９，３００円 
７年以上８年未満 ４７，５００円 
８年以上９年未満 ４５，７００円 
９年以上１０年未満 ４３，９００円 
１０年以上１１年未満 ４２，１００円 
１１年以上１２年未満 ４０，３００円 
１２年以上１３年未満 ３８，５００円 
１３年以上１４年未満 ３６，７００円 
１４年以上１５年未満 ３５，３００円 
１５年以上１６年未満 ３３，９００円 
１６年以上１７年未満 ３２，５００円 
１７年以上１８年未満 ３１，１００円 
１８年以上１９年未満 ２９，７００円 
１９年以上２０年未満 ２８，３００円 
２０年以上２１年未満 ２６，９００円 
２１年以上２２年未満 ２６，３００円 
２２年以上２３年未満 ２５，７００円 
２３年以上２４年未満 ２４，７００円 
２４年以上２５年未満 ２４，１００円 
２５年以上２６年未満 ２３，５００円 
２６年以上２７年未満 ２２，９００円 
２７年以上２８年未満 ２２，３００円 
２８年以上２９年未満 ２１，５００円 
２９年以上３０年未満 ２１，２００円 
３０年以上３１年未満 ２０，８００円 
３１年以上３２年未満 ２０，２００円 
３２年以上３３年未満 １９，３００円 
３３年以上３４年未満 １８，４００円 
３４年以上３５年未満 １７，７００円 
備考 

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、

採用の日又は第２条各号の教職員となった日

以後の期間を示す。 
 

 

 （支給期間及び支給額） 
第３条 

２ 

 

  附 則（令和６年１２月総長裁定） 

この細則は、令和７年１月１日から施行し、令和６

年４月１日から適用する。 

 

別表（第３条関係） 

期間の区分 支給額 
１年未満 ５１，６００円 
１年以上２年未満 ５１，６００円 
２年以上３年未満 ５１，６００円 
３年以上４年未満 ５１，６００円 
４年以上５年未満 ５１，６００円 
５年以上６年未満 ５１，６００円 
６年以上７年未満 ４９，８００円 
７年以上８年未満 ４８，０００円 
８年以上９年未満 ４６，２００円 
９年以上１０年未満 ４４，４００円 
１０年以上１１年未満 ４２，６００円 
１１年以上１２年未満 ４０，８００円 
１２年以上１３年未満 ３９，０００円 
１３年以上１４年未満 ３７，２００円 
１４年以上１５年未満 ３５，８００円 
１５年以上１６年未満 ３４，４００円 
１６年以上１７年未満 ３３，０００円 
１７年以上１８年未満 ３１，６００円 
１８年以上１９年未満 ３０，２００円 
１９年以上２０年未満 ２８，８００円 
２０年以上２１年未満 ２７，４００円 
２１年以上２２年未満 ２６，８００円 
２２年以上２３年未満 ２６，２００円 
２３年以上２４年未満 ２５，２００円 
２４年以上２５年未満 ２４，６００円 
２５年以上２６年未満 ２４，０００円 
２６年以上２７年未満 ２３，４００円 
２７年以上２８年未満 ２２，８００円 
２８年以上２９年未満 ２２，０００円 
２９年以上３０年未満 ２１，７００円 
３０年以上３１年未満 ２１，３００円 
３１年以上３２年未満 ２０，７００円 
３２年以上３３年未満 １９，８００円 
３３年以上３４年未満 １８，９００円 
３４年以上３５年未満 １８，２００円 
備考 

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、

採用の日又は第２条各号の教職員となった日

以後の期間を示す。 
 

 

（略） 


